
30

多伎

佐田

杵築

荒木

神西

神門

UPZ

２

湖陵

長浜

古志

9

１
431

39

くにびき海岸道路

【凡例】避難退域時検査場所候補地

浜山公園

東部高等技術校

1

2

UPZ【凡例】避難退域時検査場所候補地

湖陵総合公園

出雲市佐田行政ｾﾝﾀｰ

浜山公園1

2

3

4

5

道の駅掛合の里

道の駅たたらば壱番地

安芸高田市

北広島町

安芸太田町

大竹市

廿日市市

江田島市

呉市

坂町

熊野町

2

261

広島市

1

4

5

松江自動車道

府中町

海田町

3

54

375

184

浜田自動車道

９

中国自動車道

54

２

３-18 島根県出雲市におけるUPZ内から避難先までの主な経路

 地域ごとにあらかじめ避難経路を設定。自然災害等によりその避難経路が使用できない場合は、他の経路によ
り避難を実施。

出雲市内避難先までの経路 広島県内避難先までの経路
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314

４

３

432

UPZ

２

182

2

180

181

１

大山ＰＡ

２

中海ふれあい公園

【凡例】 避難退域時検査場所候補地

４

３

安来市伯太庁舎周辺

比田いきいき交流館周辺

和気町

赤磐市

瀬戸内市

備前市

美咲町

久米南町

美作市

勝央町

奈義町

西粟倉村

津山市
鏡野町

真庭市

新庄村

PAZ

１

 地域ごとにあらかじめ避難経路を設定。自然災害等によりその避難経路が使用できない場合は、他の経路によ
り避難を実施。

３-19 島根県安来市におけるUPZ内から避難先までの主な経路
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UPZ

東広島市

竹原市

2
3

１

さくらおろち湖周辺

２ 道の駅たたらば壱番地

旧久野小学校

【凡例】避難退域時検査場所候補地

４

３

道の駅掛合の里

吉田総合センター周辺

５

松江自動車道

山陽自動車道

中国自動車道

中国自動車道

432

尾道自動車道

山陽自動車道

世羅町

三原市

4

314

184

三次市

54

1

432

375

183

25

5

 地域ごとにあらかじめ避難経路を設定。自然災害等によりその避難経路が使用できない場合は、他の経路によ
り避難を実施。

３-20 島根県雲南市におけるUPZ内から避難先までの主な経路
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 地域ごとにあらかじめ避難経路を設定。自然災害等によりその避難経路が使用できない場合は、他の経路によ
り避難を実施。

３-21 鳥取県米子市におけるUPZ内から避難先までの主な経路

【凡例】避難退域時検査場所候補地

1

名和農業者ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

2

3

中山農業者ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

東伯総合公園体育館

4

5 伯耆町B&G海洋センター

江府町立総合体育館

UPZ

三朝町

鳥取市

琴浦町 湯梨浜町

倉吉市

5

6

7 大山PA

倉吉市関金農林漁業者等健康増進施設

1

米子自動車道

9

7

313

6

179 

北栄町
2

3

山陰自動車道

【凡例】
経路１：
・県道285号→国道431号→山陰道または国道9号
経路２：
・県道47号→米子自動車道または国道181号→

国道482号→国道313号または国道179号

9

山陰自動車道

4

181

9

蒜山IC

482

ひるぜん
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 地域ごとにあらかじめ避難経路を設定。自然災害等によりその避難経路が使用できない場合は、他の経路によ
り避難を実施。

３-22 鳥取県境港市におけるUPZ内から避難先までの主な経路

UPZ

八頭町

【凡例】避難退域時検査場所候補地

1

名和農業者ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

2

3

中山農業者ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

東伯総合公園体育館

4

5 伯耆町B&G海洋ｾﾝﾀｰ

江府町立総合体育館

6

7 大山PA

旧那岐小学校
【凡例】
経路１：
・県道285号→国道431号→山陰道または国道9号

経路３：
県道47号→米子自動車道または国道181号→
中国自動車道→国道53号

米子自動車道

中国自動車道

山陰自動車道

鳥取市

岩美町

津山IC

山陰自動車道

江府IC

5

3

4

181 米子自動車道

7

12

431

47

９

落合JCT

９

53

6

53
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３-23 避難を円滑に行うための対応策

 PAZ及びUPZ内の住民の車両による避難を円滑に行うため、ﾍﾘからの映像伝送等により道路渋滞
を把握し、県警察による避難車両の誘導や、主要交差点等における交通整理・規制、「道路情報板」
等を活用した広報等の交通対策を行う。

１．交通誘導対策

・主要交差点等における警察職員等の

交通整理により、円滑な避難誘導を実

施

２．交通広報対策

・道路管理者が管理する 「道路情報

板」及び警察が管理する「交通情報板」

を活用した広報

・日本道路交通情報ｾﾝﾀｰ（JARTIC）が

行うﾗｼﾞｵ放送、交通情報提供ｼｽﾃﾑ

（AMIS）を利用したｶｰﾅﾋﾞへの情報提供

による広報

・県配備の「避難誘導・交通規制用LED

表示装置」による広報 等

３．交通規制対策

・混雑発生交差点における信号機操作、

混雑ｴﾘｱでの交通整理・誘導・規制等に

よる円滑な交通流の確保

・信号機の滅灯等動作不能の事態が発

生した場合は、自動起動式発動発電機

による応急復旧、警察官等による主要

交差点等における交通規制により対応

【自動起動式発動発電機付信号機】

避難経路等に設置

【ﾍﾘによる映像伝送】

道路渋滞状況を把握し、避
難誘導・交通規制

：道路情報板設置箇所

【凡例】

：自動起動式発動発電機付信号機（※）

：交通整理・誘導を行う主な交差点（※）

【避難誘導ｲﾒｰｼﾞ】

主要交差点にて実施
※松江市、出雲市などの市街地には多数設置・設定
されている。上図では主要な箇所のみ記載。

PAZ

UPZ 大芦入口三差路

上講武三差路

西浜佐陀踏切南

佐太橋三差路

松江JCT

大島交差点

本田交差点

三刀屋木次ICﾗﾝﾌﾟ
入口交差点

上道交差点

西工業団地入口交差点

幸神町交差点

寿鉄工先交差点等

米子駅前交差点

二本木交差点

まつえし いずもし

まつえ

よなご

かみこうぶ

おおじま

ほんでん

みとや きすき

にしはまさだ

さだばし

おわし

かわつきた

あがりみち

こうじんちょう

とみます

ことぶきてっこう

にほんぎ

島根地域における交通対策

富益農協前交差点等
川津北三差路

にしこうぎょう

とみます
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３-24 避難を円滑に行うための島根県・鳥取県の取組

 島根県では、島根県警交通管制ｾﾝﾀｰに「原子力災害時の避難・誘導ｼｽﾃﾑ」を導入。避難経路上の信号を
一斉に「青色灯火」とすることで、避難する車両は優先的な通行が可能。同ｼｽﾃﾑの実効性を高めるため、
信号制御機の高度化更新、交通流監視ｶﾒﾗ、自家発電機付信号機を順次整備。また、ｳｪﾌﾞｻｲﾄ「島根県避
難ﾙｰﾄﾏｯﾌﾟ」を作成。地区ごとの一時集結所、避難経路、避難退域時検査場所のほか、避難指示や道路の
渋滞情報などを提供。

 鳥取県では、ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ対応の「鳥取県原子力防災ｱﾌﾟﾘ」を作成。地区ごとのﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ情報、避難指示、一
時集結所、避難経路、避難退域時検査場所のほか、道路の渋滞情報などを提供。

島根県警察本部の交通管制ｾﾝﾀｰに「原子力災害時の避難・誘導ｼｽﾃﾑ」を
整備。ｼｽﾃﾑ上で選択した信号機を意図的に長い時間「青色灯火」にすること
により、避難車両の優先通行が可能

島根県警察本部

鳥取県島根県

交通管制ｾﾝﾀｰ

島根県避難ﾙｰﾄﾏｯﾌﾟ
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３-25 感染症流行下での防護措置

 避難又は一時移転を行う場合は、感染者とそれ以外の者との分離、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗
いなどの手指衛生等の感染対策を実施する。

 原子力災害の発生状況、感染拡大の状況、避難車両や避難所等の確保状況など、その時々の状況に応じて、車
両や避難所を分ける、又は同じ車両や避難所内で距離や離隔を保つなど、柔軟に対応する。

 自宅等で屋内退避を行う場合には、放射性物質による被ばくを避けることを優先して屋内退避を実施し、換気につ
いては、屋内退避の指示が出されている間は原則行わない。

 自然災害により指定避難所等で屋内退避をする場合は、密集を避け、極力分散して退避することとし、これが困難
な場合には、市が開設する近隣の別の指定避難所等や、あらかじめ定められているUPZ外の避難先へ避難する。

＜感染症流行下でのＰＡＺの防護措置の例＞

避難等の実施避難元 避難先

感染者(軽症者等)

それ以外の者※

放射線防護対策施設等で屋内退避を継続
それ以外の者とは別の施設で屋内退避。

それ以外の者とは、別施設に避難。ま
た、施設内では密集を避ける。

施
設
敷
地
緊
急
事
態
要
避
難
者

一
般
住
民

感染者
（重症者）

避難の実施に
より健康リスク
が高まらない者

手
洗
い
・
消
毒
・
マ
ス
ク
着
用
・
一
定
の
距
離
確
保
等
の
感
染
予
防
策
を
徹
底

感染者
(軽症者等)

それ以外
の者※

感染症指定医療機関等で治療

避難所等
感染者(軽症者等)は、それ以外の者と

は隔離するため、別施設や個室等に
避難。また、密集を避ける。

避難先施設では、密集を避ける。

感染者
(軽症者等)

それ以外
の者※

避難の実施に
より健康リスク

が高まる者

【

G

Ｅ
】

避
難
等
開
始

放射線防護対策施設等で屋内退避を継続
感染者(軽症者等)とは別の施設で屋内退避。

【

Ｓ
Ｅ
】

避
難
等
開
始

感染者(軽症者等)は、それ以外の者と
は隔離するため、別施設や個室等に
避難。また、密集を避ける。

感染者とは、別施設に避難。また、施
設内では密集を避ける。

避難先施設では、密集を避ける。

 指定避難所等に避難を実施する場
合は、密集を避け、極力分散して
避難。

自宅等で
避難準備

バス避難者等の
一時集結所等

 密集を避け、極力分散して集合。

それ以外の者とは、別々の車
両で避難。

避難車両
バス等で避難する際は、密集

を避け、極力分散して避難。

バス等で避難する際は、密
集を避け、極力分散して避難。

感染者(軽症者等)とは、別々
の車両で避難。

バス等で避難する際は、密集
を避け、極力分散して避難。

バス等で避難する際は、密
集を避け、極力分散して避難。

※ 濃厚接触者、発熱者等の感染の疑いのある者、又はそれ以外の者は、可能な限りそれぞれ別々に避難（車両、避難所等）する。
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３-26 他の地方公共団体からの応援計画

㋐

㋒

 原子力災害又は地震、津波との複合災害が発生した場合、国からの支援のほか、他の地方公共団体から支援を受
けるため、協定を締結。

 関係市においても複数の応援協定を締結｡

㋑

㋒原子力災害時の相互応援に関する協定
（平成13年1月31日）
【対象】

北海道、青森県、宮城県、福島県、茨城県、新潟県、石川県、
福井県、静岡県、京都府、島根県、愛媛県、佐賀県、鹿児島県
【応援内容】

①原子力防災資機材の提供
②職員の派遣

㋒全国都道府県における災害時等の広域応援に
関する協定（平成24年5月18日）
【応援内容】

①人的支援及び斡旋
②物的支援及び斡旋
③施設又は業務の提供及び斡旋
④その他特に要請のあったもの

㋐中国5県災害等発生時の広域支援に関する協定（平成24年3月1日）
【対象】

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
【応援内容】

①食料、飲料水、生活必需物資及びその供給に必要な資機材の提供
②被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な物資及び資機材の提供
③避難、救援、消火、救急活動等に必要な車両、舟艇及び航空機の派遣及び
あっ旋並びに資機材の提供
④医療、救援、応急復旧等に必要な医療職、技術職、技能職等の職員の派遣
⑤避難者を受け入れるための施設の提供
⑥前各号に定めるもののほか特に要請のあった事項

㋑関西広域連合と中国地方知事会との災害時の
相互応援に関する協定（平成29年6月5日）
【対象】

関西広域連合（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良
県、和歌山県、鳥取県、徳島県、京都市、大阪市、堺市、
神戸市）、中国地方知事会（鳥取県、島根県、岡山県、
広島県、山口県）
【応援内容】

①職員の派遣
②食料、飲料水及び生活必需品の提供
③避難施設及び住宅の提供
④緊急輸送路及び輸送手段の確保
⑤医療支援
⑥その他応援のため必要な事項

㋑関西広域連合と鳥取県との危機発生時の相互
応援に関する覚書（平成24年10月25日）
【対象】

関西広域連合、鳥取県
【応援内容】

十分な応急対策が実施できない場合に、応援活動を実施

㋐中国・四国地方の災害等発生時の広域
支援に関する協定（平成24年3月1日）
【対象】

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、
徳島県、香川県、愛媛県、高知県
【応援内容】

①食料、飲料水、生活必需物資及びその供給に
必要な資機材の提供
②被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧
等に必要な物資及び資機材の提供
③避難、救援、消火、救急活動等に必要な車両、
舟艇及び航空機の派遣及びあっ旋並びに資機
材の提供
④医療、救援、応急復旧等に必要な医療職、技
術職、技能職等の職員の派遣
⑤避難者を受け入れるための施設の提供
⑥前各号に定めるもののほか特に要請のあった
事項
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３-27 国による物資（食料等の生活用品等）の供給体制

 島根県、鳥取県及び関係市が備蓄している物資が不足する場合、島根県、鳥取県及び関係市から、原子力災害
対策本部に対し物資調達の要請を行う。

 要請を受けた、又は原子力災害対策重点区域内が混乱し要請を待ついとまがないと認められた場合等、原子力災
害対策本部は、物資関係省庁（総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省）に対しこの要請を伝達、又は要
請し、各物資関係省庁は所管する関係業界団体等に調達要請を実施し、物資集積拠点への物資搬送を行う。

物資関係省庁

関係業界団体等

民間企業

原子力災害対策本部

（首相官邸）

地方公共団体
による行政備蓄

一時集結拠点等

物資集積拠点

避難先屋内退避施設 屋内退避施設等
PAZ内

UPZ内
UPZ外

調達要請 回答

調達要請

回答

要請を伝達

対応状況の報告

調整

要請を伝達
物資調達の要請

総務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省

調達・供給
の調整

ﾄﾗｯｸ会社・民間企業

原子力災害対策重点区域内
が混乱し要請を待ついとま
がないと認められた場合必
要と判断し要請

ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ

（島根県原子力防災ｾﾝﾀｰ）

県災害対策本部

関係市災害対策本部
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３-28 国による物資（燃料）の供給体制

 島根県、鳥取県及び関係市が備蓄している燃料が不足する場合、島根県、鳥取県及び関係市から、原子力災害
対策本部に対し燃料調達の要請を行う。

 要請を受けた、又は原子力災害対策重点区域内が混乱し要請を待ついとまがないと認められた場合、原子力災害
対策本部は、経済産業省に対しこの要請を伝達、又は要請し、経済産業省は所管する関係業界団体等に調達要
請を実施し、原則として製油所・油槽所から一時集結拠点等への搬送を行う。

経済産業省関係業界団体 等

製油所・油槽所

屋内退避施設 屋内退避施設等
PAZ内 UPZ内

供給要請 回答

供給要請

回答

要請を伝達

対応状況の報告

民間企業等

一時集結拠点

調整

原子力災害対策重点区域内
が混乱し要請を待ついとま
がないと認められた場合必
要と判断し要請

原子力災害対策本部

（首相官邸）

要請を伝達
調達・供給
の調整

県災害対策本部

関係市災害対策本部
ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ

（島根県原子力防災ｾﾝﾀｰ）

UPZ外

中核SS等

※緊急車両の
優先給油等

避難先

物資調達の要請



３-29 PAZ内防護措置に備えた放射線防護資機材の備蓄体制

41

 島根県は、 PAZ内の防護対策を担う自治体職員、警察・消防職員のほか、ﾊﾞｽ運転者、放射線防護
対策施設の施設管理者、避難誘導者等向けに個人線量計等の放射線防護資機材を備蓄。

 緊急時には、これらの放射線防護資機材を用いて活動を実施。

 平時には、これらの使用方法に関する訓練・研修を定期的に実施。

備蓄拠点
対象
施設数

対象者

5
自治体職員、避難誘導者、
バス運転者等防災関係者

2
警察職員
消防職員、消防団員等

８ 施設管理者、避難誘導者等

合 計 15

島根県警察本部、

松江市消防本部

島根県原子力防災ｾﾝﾀｰ、

島根県庁、松江市役所、

鹿島支所、島根支所

放射線防護対策施設

ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ（GM管） ﾀｲﾍﾞｯｸｽｰﾂ個人線量計

障害者支援施設
はばたき

PAZ

特別養護老人ﾎｰﾑ

あとむ苑

東部島根医療福祉ｾﾝﾀｰ

特別養護老人ﾎｰﾑ

ゆうなぎ苑

鹿島病院

島根県庁

障害者支援施設
福祉型障害児入所施設

松江学園

松江市役所

松江市消防本部

島根県警察本部

ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ
（島根県原子力防災ｾﾝﾀｰ）

特別養護老人ﾎｰﾑ

あさひ乃苑

松江市

鹿島支所

松江市

島根支所

障害者支援施設

四ツ葉園

まつえし

まつえし

まつえし

まつえし

あさひのえん

よつばえん

かしま

かしま
しまね

ゆうなぎえん

まつえ

あとむえん

まつえし

まつえし

しまねかしま



３-30 UPZ内防護措置に備えた放射線防護資機材の備蓄・供給体制

42

 UPZ内一時移転等において住民搬送を担う機関には、緊急時に設置する中継ﾎﾟｲﾝﾄ（避難退域時検査場所
近傍に設置）や放射線防護資機材備蓄場所で放射線防護資機材を配布。

 中継ﾎﾟｲﾝﾄ等では、放射線防護資機材の使用方法や、それまでのﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ結果等により、避難搬送による
被ばく線量が積算1mSvを十分に下回ることを説明。

 平時には、放射線防護資機材の使用方法に関する訓練・研修を定期的に実施。

中継ﾎﾟｲﾝﾄ
避難退域時検査場所

近傍

一時集結所等

住民の一時移転等を実施

島根県災害対策本部

輸送事業者等

連絡・調整

住民搬送等を担う輸送事業者等に対する
放射線防護資機材の配布体制

資機材搬送を担う事業者等 住民搬送を担う事業者等

資機材の受取

資機材の受取

放射線防護資機材備蓄場所

ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ、
島根県庁 、鳥取県庁等

中継ﾎﾟｲﾝﾄまた
は放射線防護
資機材備蓄場
所にて資機材
の受取

移動

PAZ UPZ

鳥取県災害対策本部

資機材
の搬送

鳥取県広域図

（凡例）

：中継ﾎﾟｲﾝﾄ候補地（避難退域時検査場所の近傍）

：放射線防護資機材（輸送事業者用）備蓄場所

UPZ



３-31 緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの実施体制

43

 緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ地点175地点を設定し、そこで測定された実測値に基づき迅速に防護措置を講ずる区
域を特定できるよう、一時移転等の実施単位毎に関連付けを行っている。

図 島根地域における緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ地点



３-32 緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ結果の共有及び公表

 緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果は、放射線ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ情報共有・公表ｼｽﾃﾑにより集約、緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ等
の関係機関と共有し、防護措置の実施判断に係る検討に活用するとともに、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにより公表。

＜各種ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ情報＞

可搬型ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ

電子線量計

テ
レ
メ
ー
タ※

等

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ等

測
定
結
果
の
集
約

測定結果の共有

測定結果を原子力規制委員会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで公表

原子力災害
対策本部
（ERC）

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｶｰ
（走行ｻｰﾍﾞｲｼｽﾃﾑ）

島根県
鳥取県

緊急時
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

（EMC）

原子力災害
現地対策本部
（ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ）

原子力災害
対策本部
（官邸）

※ﾃﾚﾒｰﾀ：ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ情報収集装置

写真

44



３-33 PAZ内住民に対する安定ヨウ素剤の事前配布

45

 島根県及び松江市では「島根県安定ﾖｳ素剤配布計画」に基づき、平時から安定ﾖｳ素剤を事前配布。

 令和元年７月の原子力災害対策指針改正後は、40歳未満の者、妊婦、授乳婦、配布時点で挙児希
望のある女性、その他配布希望者に対して配布を実施。

＜安定ﾖｳ素剤事前配布説明会＞

医師、自治体職員により、安定ﾖｳ素剤の
効能や服用時期など、事前配布に際し
知っておくべき事項を説明し、安定ﾖｳ素
剤を配布。

（事前配布説明会の様子）

PAZ



３-34 避難住民等に対する安定ﾖｳ素剤の備蓄状況と緊急配布

 避難住民等に対する安定ﾖｳ素剤の緊急配布に備え、備蓄を実施。

 緊急配布が必要となった場合、自治体は備蓄場所から一時集結所等に設置する緊急配布場所に搬
送の上、対象住民等に順次配布を実施。

（凡例）
：安定ﾖｳ素剤備蓄場所

：安定ﾖｳ素剤緊急配布場所

：上記両方を兼ねる場所

PAZ

UPZ

広域図

UPZ

必要に応じて関係市等が
安定ﾖｳ素剤の搬送を実施

安定ﾖｳ素剤備蓄場所

島根県：195か所

鳥取県：78か所

安定ﾖｳ素剤の緊急配布を実施

島根県：計266か所
（一時集結所等）

鳥取県：計76か所
（一時集結所、避難退域時検査場所等）

46

必要に応じて関係市等が
安定ﾖｳ素剤の搬送を実施



３-35 避難退域時検査場所の候補地の設定

47

 島根県、鳥取県では、緊急時の避難を円滑に行うため、UPZ内人口や避難経路等を考慮し、避難元
地域と各避難退域時検査場所の対応付けを行った上で、候補地をあらかじめ準備。

PAZ

UPZ

島根県における避難退域時検査場所の候補地

出雲市 浜山公園 他４施設

雲南市 道の駅掛合の里 他４施設

安来市 中海ふれあい公園 他２施設

伯耆町 大山PA※

鳥取県における避難退域時検査場所の候補地

琴浦町 東伯総合公園体育館

大山町
中山農業者ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ、
名和農業者ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

江府町 江府町立総合体育館

伯耆町 伯耆町B&G海洋ｾﾝﾀｰ、大山PA※

倉吉市 倉吉市関金農林漁業者等健康増進施設

智頭町 旧那岐小学校

※大山PAは、両県の避難退域時検査場所候補地



３-36 避難退域時検査場所における検査手順

48

 避難退域時検査は、自治体、原子力事業者、関係機関等の要員により実施。

 検査要員は、検査及び簡易除染が実践できるよう、放射線の基礎等の講義及び機器の取扱実習を
含む研修を受講。

※ 避難時の除染や緊急事態応急対策活動等により発生した汚染水・ 汚染付着物等に
ついては原子力事業者が処理

避

難

住

民

※ 車両の一時保管が必要となった場合は、原子力事業者の協力の下、保管場所を確保

一時保管等

乗員

車両

避難先へ

避難先へ携行物品検査

住民

物品

車

両

検

査

住

民

検

査

簡

易

除

染

40,000cpm
超過

40,000cpm
以下

40,000cpm以下

40,000cpm超過

OIL4
以下

OIL4
超過

OIL4
以下

OIL4
超過40,000cpm

超過

40,000cpm
以下

訓練風景

・住民については、
汚染拡大防止処置
を行った上で除染
処置について専門
的な知識及び技能
を有する機関で除
染を実施。場合に
よっては、内部被
ばくの検査ができ
る機関へ搬送。
・携行物品につい
ては汚染拡大防止
措置等を実施。

簡

易

除

染



３-37 国の実動組織の広域支援体制

49

 地域ﾚﾍﾞﾙで対応困難な支援要請があった場合は、島根県、鳥取県及び関係市からの各種要請を
踏まえ、政府をあげて、全国規模の実動組織による支援を実施。

 要請の窓口となるｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ（実動対処班）において集約された各種要請等に対し、原子力災害
対策本部（官邸・ERC（原子力規制庁緊急時対応ｾﾝﾀｰ））の調整により、必要に応じ全国の実動組
織（警察、消防、海保庁、自衛隊）による支援を実施。

UPZ

原子力災害対策本部
（首相官邸）

現地における
各種要請の集約

政府の調整結果に基づく
現地派遣指示

災害派遣・原子力

災害派遣
全国の陸・海・空の
自衛隊による支援

警察災害派遣隊
全国の都道府県警察
による支援

緊急消防援助隊
全国の市町村消防
が所属する都道府
県単位による支援

巡視船艇・航空機

の派遣
全国の管区海上保
安本部による支援

ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ
（島根県原子力防災ｾﾝﾀｰ）

全国の実動組織による支援
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３-38 自然災害等により道路等が通行不能になった場合の対応

 自然災害等により、避難経路等を使用した車両等による避難ができない場合は、島根県、鳥取県及
び関係市からの要請により、実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊）による各種支援を必要に応じ
て実施。

＜凡例＞

：道路情報板設置箇所

：ﾍﾘﾎﾟｰﾄ適地等

：港湾・漁港

UPZPAZ

自治体等と連携の上、通行不能となっ
た道路への他の車両の流入防止

避難先又は陸路で避難可能な場所
までﾍﾘｺﾌﾟﾀｰにより避難

空路や海路に
よる避難

空路や海路に
よる避難



３-39 自然災害などの複合災害で想定される実動組織の活動例

51

 島根県、鳥取県及び関係市との調整を踏まえ、必要に応じ広域応援を実施。

緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ支援
被害状況の把握
避難の援助
人員及び物資の緊急輸送
緊急時の避難退域時検査及び簡易除染
人命救助のための通行不能道路の啓開作業

現地派遣要員の輸送車両の先導
避難住民の誘導・交通規制
避難指示の伝達
避難指示区域への立入制限等

避難行動要支援者の搬送の支援
傷病者の搬送
避難指示の伝達

巡視船艇による住民避難の支援
緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ支援
漁船等への避難指示の伝達
海上における警戒活動

警察組織

消防組織

海上保安庁

防衛省



１．内閣府（原子力防災担当）について

２．緊急時対応の取りまとめに係る経緯

３．島根地域の緊急時対応

４．地域防災力向上に向けた更なる取組

52



４ 地域防災力向上に向けた更なる取組

 島根地域原子力防災協議会等を通じて、国と関係自治体が
一体となって、引き続き、各自治体の地域防災計画、避難計画
の充実・強化等を全面的に支援していく。

 放射線防護対策等のための資機材の整備等に関して、今後も
継続して、関係自治体の要請に応じて財政的な支援を行う。

 国や関係自治体が実施する原子力防災訓練で明らかになった

教訓事項を抽出し、各自治体の地域防災計画、避難計画に反
映させていく。

53

地域防災計画・避難計画の整備に「完璧」や「終
わり」はなく、今後も訓練等を通じて、国と関係自
治体が一体となって継続的に、避難計画の充実・
強化に努めていく。


	1008ze_02.pdfから挿入したしおり
	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	スライド番号 34
	スライド番号 35
	スライド番号 36
	スライド番号 37
	スライド番号 38
	スライド番号 39
	スライド番号 40
	スライド番号 41
	スライド番号 42
	スライド番号 43
	スライド番号 44
	スライド番号 45
	スライド番号 46
	スライド番号 47
	スライド番号 48
	スライド番号 49
	スライド番号 50
	スライド番号 51
	スライド番号 52
	スライド番号 53
	スライド番号 54


